
岩手県告示第 160 号 

 屋外広告物条例第４条の規定による屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置してはならない地域又は場所の

指定（昭和 47年岩手県告示第 790 号）の一部を次のように改正し、平成 20年４月１日から施行する。 

  平成 20年３月７日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

１ 条例第４条第１項第４号の規定により指定する地域 １ 条例第４条第１項第４号の規定により指定する地域 

(１) 次に掲げる文化財から500メートル以内の地域 (１) 次に掲げる文化財から500メートル以内の地域 

ア 中尊寺金色堂（西磐井郡平泉町字衣関所在） ア 中尊寺金色堂（西磐井郡平泉町平泉字衣関所在） 

イ 金色堂覆堂（西磐井郡平泉町字衣関所在） イ 金色堂覆堂（西磐井郡平泉町平泉字衣関所在） 

ウ 大長寿院経蔵（西磐井郡平泉町字衣関所在） ウ 大長寿院経蔵（西磐井郡平泉町平泉字衣関所在） 

エ 願成就院宝塔（西磐井郡平泉町字衣関所在） エ 願成就院宝塔（西磐井郡平泉町平泉字衣関所在） 

オ 釈尊院五輪塔（西磐井郡平泉町字衣関所在） オ 釈尊院五輪塔（西磐井郡平泉町平泉字衣関所在） 

カ～シ ［略］ カ～シ ［略］ 

ス 久那斗神社（北上市和賀町岩沢所在）  

セ ［略］ ス ［略］ 

ソ ［略］ セ ［略］ 

 ソ 白山神社能舞台（西磐井郡平泉町平泉字衣関所在） 

(２) 次に掲げる文化財から500メートル以内の地域（ただ

し、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項の規

定により定められた商業地域（以下「商業地域」という。）

を除く。） 

 

ア 岩手大学農学部旧本館（盛岡市上田三丁目所在）  

イ 岩手大学農学部門番所附・旧正門一所（盛岡市上田三

丁目所在） 

 

(３) 次に掲げる文化財から100メートル以内の地域 (２) 次に掲げる文化財から100メートル以内の地域 

ア 旧菅野家住宅（北上市黒沢尻町所在） ア 旧菅野家住宅（北上市立花所在） 

イ・ウ ［略］ イ・ウ ［略］ 

エ 旧中村家住宅（盛岡市愛宕町所在）  

オ ［略］ エ ［略］ 

カ ［略］ オ ［略］ 

キ 高野長英旧宅（奥州市水沢区大畑小路所在）  

ク 藤野家住宅（盛岡市上田字松屋敷所在）  

ケ 佐々木家住宅（盛岡市上田字松屋敷所在）  

 カ 千葉家住宅（遠野市綾織町所在） 

２ 条例第４条第１項第６号の規定により指定する地域 ２ 条例第４条第１項第６号の規定により指定する地域 

(１) 次の表の左欄に掲げる道路の全線及び当該道路に接続

する地域で右欄に掲げる地域（ただし、当該道路から展望

できない地域及び人家連担区域（100メートルの禁止地域内

のものに限る。）を除く。） 

(１) 次の表の左欄に掲げる道路の全線及び当該道路に接続

する地域で右欄に掲げる地域（ただし、盛岡市の区域にあ

る道路並びに同表の左欄に掲げる道路から展望できない地

域、人家連担区域（100メートルの禁止地域内のものに限

る。）及び盛岡市の区域を除く。） 



 路線名 接続する地域   路線名 接続する地域  

  ［略］    ［略］  

 主要地方道平泉厳美渓

線 

両側100メートル以内の地域   主要地方道平泉厳美渓

線 
〃 

 

 主要地方道柏台松尾線 〃   主要地方道柏台松尾線 両側100メートル以内の地域  

  ［略］    ［略］  

 一般県道薄衣舞川線 〃   一般県道小友米里線 両側500メートル以内の地域  

 一般県道下宮守田瀬線 〃   一般県道下宮守田瀬線 両側100メートル以内の地域  

  ［略］    ［略］  

 一般県道繋温泉線 〃   一般県道折壁大原線 両側500メートル以内の地域  

 一般県道国見温泉線 両側500メートル以内の地域   一般県道国見温泉線 〃  

  ［略］    ［略］  

(２) 次の表の左欄に掲げる道路のうち中欄に掲げる区間の

道路及び当該道路に接続する地域で、右欄に掲げるもの（た

だし、当該道路から展望できない地域及び人家連担区域

（100メートルの禁止地域内のものに限る。）を除く。） 

(２) 次の表の左欄に掲げる道路のうち中欄に掲げる区間の

道路及び当該道路に接続する地域で、右欄に掲げるもの（た

だし、盛岡市の区域にある道路並びに同表の左欄に掲げる

道路から展望できない地域、人家連担区域（100メートルの

禁止地域内のものに限る。）及び盛岡市の区域を除く。）

 区 間   区 間  

 
路線名 

起 点 終 点 

接続する

地域ああ  
路線名

起 点 終 点 

接続する

地域ああ

 東北横断

自動車道 

北上市上鬼柳第

３地割241番１

地先 

（北上ジャンク

ション） 

和賀郡西和賀町

第62地割203番

25地先 

（県境） 

 ［略］   東北横断

自動車道

北上市上鬼柳第

３地割241番１

地先 

（北上ジャンク

ション） 

和賀郡西和賀町

野々宿62地割

203番25地先 

（県境） 

 ［略］  

   ［略］       ［略］    

  ［略］      ［略］    

 

一般国道

４号 西磐井郡平泉町

平泉字樋渡９番

５地先 

（太田川橋南

詰） 

西磐井郡平泉町

平泉字衣関238

番２地先 

（衣川橋南詰） 

 ［略］   

一般国道

４号 西磐井郡平泉町

平泉字樋渡９番

５地先 

（太田川橋南

詰） 

西磐井郡平泉町

平泉字森下118

番１地先 

（国国道交差

点） 

 ［略］  

  奥州市衣川区池

田西37番地先 

（衣川橋北詰） 

 ［略］     西磐井郡平泉町

平泉字森下118

番１地先 

（国国道交差

点） 

 ［略］   

   ［略］       ［略］    

  奥州市水沢区佐

倉河字梨田川87

番１地先 

 ［略］     奥州市水沢区東

中通り二丁目４

番地先 

 ［略］   



  （国県道交差

点） 

     （国県道交差

点） 

   

        花巻市山の神

468番13地先 

（国国道交差

点） 

花巻市東宮野目

第10地割21番１

地先 

（国国道交差

点） 

〃 

 

   ［略］       ［略］    

  盛岡市下厨川字

四十四田49番３

地先 

（国市道交差

点） 

二戸市釜沢字山

道44番地先 

（県境） 

 ［略］    岩手郡滝沢村滝

沢字巣子123番

１地先 

（市村境） 

岩手郡滝沢村滝

沢字砂込737番

18地先 

（市村境） 

 ［略］  

        岩手郡岩手町大

字川口第12地割

57番１地先 

（市町境） 

二戸郡一戸町鳥

越字駒木平49番

１地先 

（国県道交差

点） 

〃 

 

        二戸郡一戸町鳥

越字駒木平49番

１地先 

（国県道交差

点） 

二戸市石切所字

小壁平２番１地

先 

（馬仙大橋北

詰） 

両側500ｍ

以内の地

域 

 

        二戸市石切所字

小壁平２番１地

先 

（馬仙大橋北

詰） 

二戸市釜沢字山

道44番地先 

（県境） 

両側100ｍ

以内の地

域 

 

  ［略］      ［略］    

 

一般国道

45号 陸前高田市気仙

町字三本松47番

地先 

（国国道交差

点） 

陸前高田市米崎

町字沼田87番１

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］   

一般国道

45号 陸前高田市気仙

町字三本松47番

地先 

（国国道交差

点） 

陸前高田市米崎

町字松峰104番

２地先 

（沼田跨線橋東

詰） 

 ［略］  

  陸前高田市米崎

町字沼田87番１

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］     陸前高田市米崎

町字松峰104番

２地先 

（沼田跨線橋東

詰） 

 ［略］   

  大船渡市大船渡 大船渡市大船渡  ［略］    大船渡市大船渡 大船渡市大船渡  ［略］  



  町字丸森53番１

地先 

（国県道交差

点） 

町字丸森54番１

地先 

（国県道交差

点） 

    町字丸森53番１

地先 

（国県道交差

点） 

町字下船渡30番

９地先 

（国県道交差

点） 

  

  大船渡市立根町

字堰口26番22地

先 

（国国道交差

点） 

大船渡市立根町

字細野29番39地

先 

（国国道交差

点） 

 ［略］    大船渡市大船渡

町字鷹頭55番１

地先 

（大船渡碁石海

岸インターチェ

ンジ） 

大船渡市三陸町

吉浜字中井６番

１地先 

（国県道分岐

点） 

 ［略］  

  大船渡市立根町

字萱中３番17地

先 

（国市道分岐

点） 

大船渡市三陸町

吉浜字中井６番

１地先 

（国県道分岐

点） 

〃 

       

  大船渡市三陸町

吉浜字中井６番

１地先 

（国県道分岐

点） 

大船渡市三陸町

吉浜字井戸洞

101番地先 

（国市道分岐

点） 

 ［略］    大船渡市三陸町

吉浜字中井６番

１地先 

（国県道分岐

点） 

大船渡市三陸町

吉浜字扇洞199

番２地先 

（国市道分岐

点） 

 ［略］  

  大船渡市三陸町

吉浜字井戸洞

101番地先 

（国市道分岐

点） 

 ［略］     大船渡市三陸町

吉浜字扇洞199

番２地先 

（国市道分岐

点） 

 ［略］   

   ［略］       ［略］    

  釜石市両石町第

４地割５番１地

先 

（国県道交差

点） 

釜石市両石町第

３地割145番１

地先 

（石沢橋北詰） 

 ［略］    釜石市両石町第

４地割５番１地

先 

（国県道交差

点） 

釜石市両石町第

３地割145番１

地先 

（山田線石の沢

橋下） 

 ［略］  

  釜石市両石町第

３地割145番１

地先 

（石沢橋北詰） 

 ［略］     釜石市両石町第

３地割145番１

地先 

（山田線石の沢

橋下） 

 ［略］   

  上閉伊郡大町

吉里吉里二丁目

雲南220番１地

先 

下閉伊郡山田町

船越第２地割30

番１地先 

（船越跨線橋） 

 ［略］    上閉伊郡大町

吉里吉里二丁目

雲南220番１地

先 

下閉伊郡山田町

船越第２地割30

番41地先 

（船越跨線橋）

 ［略］  



  （国県道交差

点） 

     （国県道交差

点） 

   

  下閉伊郡山田町

船越第２地割30

番41地先 

（国国道交差

点） 

 ［略］     下閉伊郡山田町

船越第２地割30

番47地先 

（国国道交差

点） 

 ［略］   

   ［略］       ［略］    

  下閉伊郡山田町

山田第５地割１

番35地先 

（宝来橋北詰） 

 ［略］     下閉伊郡山田町

山田第２地割１

番35地先 

（宝来橋北詰） 

 ［略］   

  下閉伊郡山田町

豊間根第２地割

58番ロ地先 

（豊間根橋南

詰） 

宮古市大字高浜

第９地割字下須

賀52番13地先 

（国市道交差

点） 

 ［略］    下閉伊郡山田町

豊間根第２地割

58番ロ地先 

（豊間根橋南

詰） 

宮古市藤の川86

番２地先 

（国市道交差

点） 

 ［略］  

   ［略］       ［略］    

  宮古市田老字乙

部134番１地先 

（乙部橋北詰） 

宮古市田老字摂

待83番１地先 

（町町境） 

 ［略］    宮古市田老字乙

部134番１地先 

（乙部橋北詰） 

下閉伊郡岩泉町

小本字小成65番

３地先 

（小成トンネル

南詰） 

 ［略］  

  下閉伊郡岩泉町

小本字小成４番

34地先 

（町町境） 

下閉伊郡岩泉町

小本字本茂師84

番１地先 

（国町道交差

点） 

〃 

       

  下閉伊郡岩泉町

小本字本茂師84

番１地先 

（国町道交差

点） 

 ［略］     下閉伊郡岩泉町

小本字小成65番

３地先 

（小成トンネル

南詰） 

 ［略］   

  下閉伊郡岩泉町

小本字内の沢79

番６地先 

（国町道交差

点） 

 ［略］     下閉伊郡岩泉町

小本字内の沢79

番６地先 

（国町道交差

点） 

 ［略］   

        下閉伊郡田野畑 下閉伊郡田野畑 両側500ｍ  



        村南大芦53番９

地先 

（国国道交差

点） 

村南大芦47番４

地先 

（国国道交差

点） 

以内の地

域 

 

  下閉伊郡普代村

第15地割字堤21

番２地先 

（北ノ股橋北

詰） 

 ［略］ 

〃 

   下閉伊郡普代村

第15地割字堤21

番２地先 

（北ノ股橋北

詰） 

 ［略］ 両側100ｍ

以内の地

域 

 

   ［略］       ［略］    

  九戸郡野田村大

字野田第30地割

字下長地４番２

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］     九戸郡野田村大

字野田第30地割

字下長地４番２

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］   

        久慈市夏井町大

崎第３地割90番

５地先 

（湊トンネル北

詰） 

久慈市夏井町鳥

谷第７地割40番

１地先 

（国国道交差

点） 

起点から

終点に向

かって右

側100ｍ以

内の地域

及び左側

500ｍ以内

の地域 

 

  久慈市夏井町鳥

谷第７地割40番

１地先 

（国国道交差

点） 

 ［略］ 

〃 

   久慈市夏井町鳥

谷第７地割40番

１地先 

（国国道交差

点） 

 ［略］ 両側100ｍ

以内の地

域 

 

 一般国道 

46号 

岩手郡滝沢村大

釜字大畑30番４

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］    一般国道

46号 

岩手郡滝沢村大

釜字大畑73番１

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］   

   ［略］       ［略］    

 一般国道 

106号 

宮古市大字根市

第７地割字雲南

沢86番１地先 

（花輪橋東詰） 

下閉伊郡川井村

大字田代第１地

割字去石519番

１地先 

（兜明神鳥居） 

 ［略］   一般国道

106号 

宮古市千徳第12

地割７番１地先 

（花輪橋東詰） 

下閉伊郡川井村

大字田代第１地

割字去石269番

７地先 

（兜明神鳥居）

 ［略］  

 



  下閉伊郡川井村

大字田代第１地

割字去石519番

１地先 

（兜明神鳥居） 

 ［略］     下閉伊郡川井村

大字田代第１地

割字去石269番

７地先 

（兜明神鳥居） 

 ［略］   

  盛岡市簗川第１

地割折戸１番地

先 

（市村境） 

盛岡市川目第７

地割字宇津野18

番１地先 

（川目小学校

前） 

両側100ｍ

以内の地

域 

       

 大船渡市日頃市

町字関谷３番２

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］ 

〃 

  大船渡市日頃市

町字関谷３番２

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］ 両側100ｍ

以内の地

域 

 

 北上市和賀町横

川目第４地割１

番１地先 

（菱内橋東詰） 

和賀郡西和賀町

第36地割20番５

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］   北上市和賀町横

川目第４地割１

番１地先 

（菱内橋東詰） 

和賀郡西和賀町

大沓第36地割20

番５地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］  

 

一般国道 

107号 

和賀郡西和賀町

第56地割47番１

地先 

（第２向山トン

ネル西詰） 

和賀郡西和賀町

第63地割158番

13地先 

（県境） 

 ［略］   

一般国道

107号 

和賀郡西和賀町

小繋沢第56地割

47番１地先 

（第２向山トン

ネル西詰） 

和賀郡西和賀町

巣郷第63地割

158番13地先 

（県境） 

 ［略］  

 一般国道 

281号 

岩手郡岩手町大

字沼宮内第13地

割字下民部田７

番２地先 

（国国道交差

点） 

岩手郡巻町江

刈川第２地割字

江刈川48番５地

先 

（国町道交差

点） 

 ［略］   一般国道

281号 

岩手郡岩手町大

字沼宮内第13地

割７番２地先 

（国国道交差

点） 

岩手郡巻町江

刈第２地割字江

刈川48番５地先

（国町道交差

点） 

 ［略］  

  岩手郡巻町江

刈川第２地割字

江刈川48番５地

先 

（国町道交差

点） 

 ［略］     岩手郡巻町江

刈第２地割字江

刈川48番５地先 

（国町道交差

点） 

 ［略］   

   ［略］       ［略］    

 一般国道 

282号 

岩手郡滝沢村滝

沢字巣子1552番 

 ［略］    一般国道

282号 

岩手郡滝沢村滝

沢字巣子1552番 

 ［略］   



  ４地先 

（滝沢村分か

れ） 

     ４地先 

（滝沢村分レ

（国国道交差

点）） 

   

  八幡平市星沢76

番16地先 

（国町道交差

点） 

 ［略］     八幡平市星沢76

番16地先 

（国市道交差

点） 

 ［略］   

 釜石市甲子町第

10地割524番10

地先 

（松倉駅入口） 

 ［略］    釜石市甲子町第

10地割524番10

地先 

（松倉駅入口） 

 ［略］   

      釜石市甲子町第

７地割154番12

地先 

（国国道交差

点） 

遠野市上郷町平

野原３地割19番

地先 

（国国道交差

点） 

両側500ｍ

以内の地

域 

 

 

一般国道 

283号 

遠野市松崎町光

興寺１地割25番

１地先 

（光興寺橋東

詰） 

花巻市高木第１

地割15番１地先 

（安野橋西詰） 〃 

  

一般国道

283号 

遠野市松崎町光

興寺１地割25番

１地先 

（光興寺橋東

詰） 

花巻市高木第19

地割240番１地

先 

（国国道交差

点） 

両側100ｍ

以内の地

域 

 

  ［略］       ［略］     

 一般国道 

340号 

陸前高田市竹駒

町字大畑24番１

地先 

（国国道交差

点） 

遠野市上郷町平

倉40地割22番４

地先 

（国市道交差

点） 

 ［略］   一般国道

340号 

陸前高田市竹駒

町字大畑24番１

地先 

（国国道交差

点） 

遠野市上郷町板

沢17地割５番２

地先 

（国市道交差

点） 

 ［略］  

  遠野市土渕町土

渕６地割32番１

地先 

（国市道交差

点） 

下閉伊郡川井村

大字川井第１地

割字上川井93番

１地先 

（国国道交差

点） 

 ［略］    遠野市土渕町土

渕６地割32番１

地先 

（国市道交差

点） 

下閉伊郡川井村

大字川井第１地

割字上川井115

番10地先 

（国国道交差

点） 

 ［略］  

  宮古市茂市第５

地割101番２地

先 

（国国道交差

点） 

宮古市和井内第

１地割１番２地

先 

（町村境） 

 ［略］    宮古市茂市第３

地割197番１地

先 

（国国道交差

点） 

宮古市和井内第

１地割１番２地

先 

（市町境） 

 ［略］  

  下閉伊郡岩泉町 岩手郡巻町  ［略］    下閉伊郡岩泉町 岩手郡巻町  ［略］  



  門字名目入42番

地９地先 

（国国道交差

点） 

巻第９地割字沼

袋２番１地先 

（元町橋西詰） 

    門字名目入42番

地９地先 

（国国道交差

点） 

巻第７地割93番

23地先 

（元町橋西詰）

  

 一関市厳美町字

祭畤山国有林46

林班 

（県境） 

一関市厳美町字

祭畤山国有林43

林班 

（真湯大橋東

詰） 

 ［略］   一関市厳美町字

祭畤山国有林46

林班 

（県境） 

一関市厳美町字

沖野々225番４

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］  

 

一般国道 

342号 

一関市厳美町字

祭畤山国有林43

林班 

（真湯大橋東

詰） 

 ［略］    

一般国道

342号 

一関市厳美町字

沖野々225番４

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］   

  ［略］       ［略］     

 一般国道 

396号 

遠野市綾織町新

里19地割６番１

地先 

（国国道交差

点） 

盛岡市手代森７

地割79番地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］   一般国道

396号 

遠野市綾織町新

里19地割６番１

地先 

（国国道交差

点） 

紫波郡紫波町江

柄字日向33番２

地先 

（市町境） 

 ［略］  

  ［略］      ［略］    

 奥州市胆沢区若

柳字箸塚81番１

地先 

（国市道交差

点） 

奥州市胆沢区若

柳字尿前１番４

地先 

（石渕ダムダム

サイト） 

 ［略］   奥州市胆沢区若

柳字箸塚81番１

地先 

（国市道交差

点） 

奥州市胆沢区若

柳横岳前山125

林班ろ１小班 

（焼石西トンネ

ル西詰） 

 ［略］  

 

一般国道 

397号 

奥州市胆沢区若

柳字尿前１番４

地先 

（石渕ダムダム

サイト） 

 ［略］    

一般国道

397号 

奥州市胆沢区若

柳横岳前山125

林班ろ１小班 

（焼石西トンネ

ル西詰） 

 ［略］   

 一般国道 

455号 

盛岡市上米内字

道の下21番９地

先 

（国県道交差

点） 

盛岡市玉山区藪

川字大の平33番

32地先 

（盛岡市上米内

字白石80番２

境） 

両側100ｍ

以内の地

域 

  一般国道

455号 

下閉伊郡岩泉町

釜津田字権現45

番10地先 

（市町境） 

下閉伊郡岩泉町

釜津田権現国有

林550林班 

（国国道交差

点） 

  

  盛岡市玉山区藪

川字大の平33番

32地先 

盛岡市玉山区藪

川字外山42番２

地先 

両側500ｍ

以内の地

域 

      

 

〃 

 



  （盛岡市上米内

字白石80番２

境） 

（亀橋分校前）       

 

 

  盛岡市玉山区藪

川字外山42番２

地先 

（亀橋分校前） 

盛岡市玉山区藪

川字町村118番

１地先 

（国市道交差

点） 

両側100ｍ

以内の地

域 

       

  盛岡市玉山区藪

川字町村118番

１地先 

（国市道交差

点） 

 ［略］ 両側500ｍ

以内の地

域 

   下閉伊郡岩泉町

釜津田字上栗宿

23番118地先 

（早坂トンネル

東詰） 

 ［略］ 

〃 

 

  下閉伊郡岩泉町

釜津田字権現38

番２地先 

（岩谷トンネル

東詰） 

下閉伊郡岩泉町

門字水上45番２

地先 

（国国道交差

点） 

 ［略］    下閉伊郡岩泉町

釜津田字権現38

番２地先 

（岩谷トンネル

東詰） 

下閉伊郡岩泉町

門字名目入42番

地９地先 

（国国道交差

点） 

 ［略］  

  下閉伊郡岩泉町

浅内字下先祖畑

25番１地先 

（国国道交差

点） 

下閉伊郡岩泉町

岩泉字天間17番

２地先 

（岩泉町農業協

同組合本所前） 

 ［略］    下閉伊郡岩泉町

浅内字下先祖畑

25番１地先 

（国国道交差

点） 

下閉伊郡岩泉町

岩泉字天間17番

２地先 

（岩手宮古農業

協同組合岩泉支

店前） 

 ［略］  

   ［略］       ［略］    

  ［略］       ［略］     

 主要地方

道盛岡横

手線 

岩手郡雫石町塩

ヶ森６番９地先 

（国県道交差

点） 

和賀郡西和賀町

第30地割122番

１地先 

（県町道交差

点） 

 ［略］   主要地方

道盛岡横

手線 

岩手郡雫石町塩

ヶ森６番25地先 

（国県道交差

点） 

和賀郡西和賀町

湯本30地割122

番１地先 

（県町道交差

点） 

 ［略］  

  和賀郡西和賀町

第30地割122番

１地先 

（県町道交差

点） 

和賀郡西和賀町

第36地割20番５

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］    和賀郡西和賀町

湯本30地割122

番１地先 

（県町道交差

点） 

和賀郡西和賀町

大沓36地割20番

５地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］  

 主要地方

道二戸安

代線 

二戸郡一戸町鳥

越字駒木平50番

地先 

（国県道交差 

二戸市似鳥字水

谷野29番１地先 

（県市道交差

点） 

 ［略］   主要地方

道二戸五

日市線 

二戸郡一戸町鳥

越字駒木平50番

地先 

（国県道交差 

二戸市似鳥字滝

野16番１地先 

（県市道交差

点） 

 ［略］  



  点）      点）    

  ［略］       ［略］     

 主要地方 大船渡市赤崎町 大船渡市赤崎町  ［略］   主要地方 大船渡市赤崎町 大船渡市赤崎町  ［略］  

 道大船渡

綾里三陸

線 

字永浜100番１

地先 

（水面貯木場入

口） 

字合足124番１

地先 

（県市道交差

点） 

   道大船渡

綾里三陸

線 

字永浜100番１

地先 

（水面貯木場入

口） 

字合足103番地

先 

（合足橋西詰）

  

  大船渡市赤崎町

字合足124番１

地先 

（県市道交差

点） 

大船渡市三陸町

綾里字石浜56番

地先 

（県市道交差

点） 

 ［略］    大船渡市赤崎町

字合足103番地

先 

（合足橋西詰） 

大船渡市三陸町

綾里字八ヶ森47

番１地先 

（県市道交差

点） 

 ［略］  

  大船渡市三陸町

綾里字石浜56番

地先 

（県市道交差

点） 

大船渡市三陸町

綾里字大明神

200番２地先 

（県市道交差

点） 

 ［略］    大船渡市三陸町

綾里字八ヶ森47

番１地先 

（県市道交差

点） 

大船渡市三陸町

綾里字小石浜

124番９地先 

（三陸鉄道跨道

橋下） 

 ［略］  

  大船渡市三陸町

綾里字大明神

200番２地先 

（県市道交差

点） 

大船渡市三陸町

綾里字小石浜

117番１地先 

（県市道交差

点） 

〃 

       

  大船渡市三陸町

綾里字小石浜

117番１地先 

（県市道交差

点） 

 ［略］     大船渡市三陸町

綾里字小石浜

124番９地先 

（三陸鉄道跨道

橋下） 

 ［略］   

   ［略］       ［略］    

 主要地方

道花巻大

曲線 

花巻市湯口字蟹

沢19番２地先 

（県県道交差

点） 

花巻市桂沢86番

２地先 

（野外活動セン

ター前） 

 ［略］   主要地方

道花巻大

曲線 

花巻市湯口字蟹

沢19番２地先 

（県県道交差

点） 

花巻市西鉛32番

１地先 

（西鉛橋西詰）

 ［略］  

  花巻市中北万丁

目256番１地先 

（東北縦貫自動

車道ガード） 

花巻市上根子字

熊堂123番11地

先 

（県県道交差

点） 

〃 

   花巻市西鉛32番

１地先 

（西鉛橋西詰） 

花巻市豊沢字桑

木田16番１地先

（県県道交差

点） 

両側500ｍ

以内の地

域 

 

 主要地方

道盛岡和

賀線 

花巻市石鳥谷町

大瀬川第11地割

21番11地先 

 ［略］ 

 

  主要地方

道盛岡和

賀線 

花巻市石鳥谷町

大瀬川第11地割

21番11地先 

 ［略］ 両側100ｍ

以内の地

域 

 



  （市町境）      （市町境）    

    〃   主要地方

道一関北

西磐井郡平泉町

長島字砂子沢２ 

奥州市前沢区生

母字荒谷55番１

  

       上線 番３地先 

（県県道交差

点） 

地先 

（県県道交差

点） 

〃  

 盛岡市上太田字

三枚橋112番１

地先 

（県県道交差

点） 

岩手郡滝沢村大

釜字塩ノ森165

番１地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］   岩手郡滝沢村大

釜字塩の森102

番１地先 

（滝太橋北詰） 

岩手郡滝沢村大

釜字塩の森165

番１地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］  

 

主要地方

道盛岡環

状線 

岩手郡滝沢村鵜

飼字洞畑100番

２地先 

（県村道交差

点） 

盛岡市玉山区川

又字赤坂173番

２地先 

（県県道交差

点） 

 ［略］   

主要地方

道盛岡環

状線 

岩手郡滝沢村鵜

飼字洞畑98番３

地先 

（県村道交差

点） 

岩手郡滝沢村滝

沢字野沢59番１

地先 

（岩姫橋西詰）

 ［略］  

  ［略］      ［略］    

 

主要地方

道西根八

幡平線 

     

主要地方

道大更八

幡平線 

    

 主要地方

道紫波川

井線 

下閉伊郡川井村

大字江繋第９地

割字明神45番地

先 

（国県道交差

点） 

下閉伊郡川井村

大字江繋第５地

割字向明神41番

イ地先 

（神楽橋北詰） 

 ［略］   主要地方

道紫波川

井線 

下閉伊郡川井村

大字江繋第９地

割字明神41番１

地先 

（国県道交差

点） 

下閉伊郡川井村

大字江繋第６地

割字神楽41番３

地先 

（神楽橋北詰）

 ［略］  

  下閉伊郡川井村

大字江繋第５地

割字向明神41番

イ地先 

（神楽橋北詰） 

 ［略］     下閉伊郡川井村

大字江繋第６地

割字神楽41番３

地先 

（神楽橋北詰） 

 ［略］   

  花巻市大迫町内

川目第１地割12

番地先 

（県市道交差

点） 

紫波郡紫波町大

吠森字境74番２

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］    花巻市大迫町内

川目第１地割12

番地先 

（県市道交差

点） 

紫波郡紫波町犬

吠森字境74番１

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］  

 主要地方

道野田山

形線 

久慈市山形町来

内第20地割13番

188地先 

（国県道交差

点） 

久慈市山形町霜

畑第１地割６番

１地先 

（合戦場橋東

詰） 

 ［略］   主要地方

道野田山

形線 

久慈市山形町来

内第20地割13番

188地先 

（国県道交差

点） 

久慈市山形町霜

畑第１地割字二

又43番10地先 

（二又橋東詰）

 ［略］  

 



  ［略］       ［略］     

 主要地方

道花巻衣 

花巻市二枚橋第

６地割262番１ 

花巻市湯本第１

地割140番28地 

 ［略］   主要地方

道花巻衣

花巻市二枚橋第

１地割113番２ 

花巻市太田第11

地割363番３地 

 ［略］  

 川線 地先 

（国県道交差

点） 

先 

（県県道交差

点） 

   川線 地先 

（東北縦貫自動

車道ガード） 

先 

（県市道交差

点） 

  

  花巻市太田３地

割53番６地先 

（山口橋南詰） 

花巻市太田11地

割363番３地先 

（県市道交差

点） 

 ［略］    奥州市衣川区字

田中11番７地先 

（高速道路交差

部） 

奥州市衣川区字

池田３番２地先

（県県道交差

点） 

 ［略］  

  ［略］      ［略］    

 

主要地方

道大船渡

広田陸前

高田線 

大船渡市末崎町

字峯岸145番７

地先 

（臨港道路取付

部） 

陸前高田市米崎

町字沼田87番１

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］   

主要地方

道大船渡

広田陸前

高田線 

大船渡市末崎町

字峯岸145番７

地先 

（臨港道路取付

部） 

陸前高田市米崎

町字沼田29番地

先 

（沼田跨線橋西

詰） 

 ［略］  

 主要地方

道重茂半

島線 

下閉伊郡山田町

大沢第10地割85

番地先 

（県道臨港道路

交差点） 

宮古市大字津軽

石第２地割字中

島24番１地先 

（稲荷橋東詰） 

 ［略］   主要地方

道重茂半

島線 

下閉伊郡山田町

大沢第10地割85

番１地先 

（県道臨港道路

交差点） 

宮古市津軽石第

２地割100番１

地先 

（稲荷橋東詰）

 ［略］  

       主要地方

道盛岡大

迫東和線

花巻市大迫町内

川目第10地割30

番72地先 

（県県道交差

点） 

花巻市大迫町大

迫第２地割35番

31地先 

（国県道交差

点） 

〃 

 

 下閉伊郡岩泉町

乙茂字三田市

123番10地先 

（国県道交差

点） 

下閉伊郡田野畑

村大字田野畑字

羅賀192番２地

先 

（県村道交差

点） 

 ［略］   下閉伊郡岩泉町

乙茂字三田市

123番10地先 

（国県道交差

点） 

下閉伊郡田野畑

村大字田野畑字

羅賀192番２地

先 

（東海橋南詰）

 ［略］  

 下閉伊郡田野畑

村大字田野畑字

羅賀192番２地

先 

（県村道交差

点） 

 ［略］    下閉伊郡田野畑

村大字田野畑字

羅賀192番２地

先 

（東海橋南詰） 

 ［略］   

 

主要地方

道岩泉平

井賀普代

線 

 ［略］     

主要地方

道岩泉平

井賀普代

線 

 ［略］    

  ［略］       ［略］     

 



 一般県道

花巻温泉

郷線 

花巻市湯本第１

地割118番16地

先 

 ［略］    一般県道

花巻温泉

郷線 

花巻市台第１地

割192番11地先 

（県市道交差 

 ［略］   

  （花巻温泉入

口） 

     点）    

 一般県道

小岩井停

車場線 

 ［略］     一般県道

小岩井停

車場線 

 ［略］    

       一般県道

薄衣舞川

線 

一関市川崎町薄

衣字如来地３番

３地先 

（県県道交差

点） 

一関市舞川字小

和巻15番２地先

（県県道交差

点） 

〃 

 

 盛岡市上太田字

三枚橋112番１

地先 

（県県道交差

点） 

 ［略］    岩手郡雫石町西

安庭第47地割

149番79地先 

（市町境） 

 ［略］   

 

一般県道

盛岡鶯宿

温泉線 

 ［略］     

一般県道

盛岡鶯宿

温泉線 

 ［略］    

 一般県道

唐丹日頃

市線 

釜石市唐丹町上

荒川177番２地

先 

（県市道交差

点） 

大船渡市日頃市

町字関谷６番１

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］   一般県道

唐丹日頃

市線 

釜石市唐丹町上

荒川177番２地

先 

（県市道交差

点） 

大船渡市日頃市

町字関谷３番２

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］  

  ［略］       ［略］     

 一般県道

湯川温泉

線 

和賀郡西和賀町

第52地割８番２

地先 

（県町道交差

点） 

和賀郡西和賀町

第40地割73番74

地先 

（県県道交差

点） 

 ［略］   一般県道

湯川温泉

線 

和賀郡西和賀町

湯川52地割８番

２地先 

（県町道交差

点） 

和賀郡西和賀町

川尻40地割73番

74地先 

（県県道交差

点） 

 ［略］  

  ［略］       ［略］     

 八幡平市田頭第

22地割102番１

地先 

（国県道交差

点） 

 ［略］    八幡平市田頭第

22地割102番１

地先 

（県県道交差

点） 

 ［略］   

 

一般県道

焼走り線 

 ［略］     

一般県道

焼走り線

 ［略］    

 一般県道

長坂束稲

前沢線 

西磐井郡平泉町

長島字月舘54番

地２地先 

西磐井郡平泉町

平泉字森下65番

地５地先 

両側100ｍ

以内の地

域 

  一般県道

長坂束稲

前沢線 

西磐井郡平泉町

長島字月舘54番

地２地先 

西磐井郡平泉町

平泉字瀬原100

番地３地先 

両側500ｍ

以内の地

域 

 



  （県県道交差

点） 

（国県道交差

点） 

    （県県道交差

点） 

（国県道交差

点） 

  

 一般県道 岩手郡滝沢村滝  ［略］    一般県道 岩手郡滝沢村滝  ［略］ 両側100ｍ  

 鵜飼滝沢

線 

沢字巣子125番

地左先 

（国県道交差

点） 

  

〃 

  鵜飼滝沢

線 

沢字巣子125番

地左先 

（国県道交差

点） 

 以内の地

域 

 

   ［略］       ［略］    

 一般県道

東和花巻

温泉線 

 ［略］     一般県道

東和花巻

温泉線 

 ［略］    

       市道上柳

荒川線 

遠野市附馬牛町

上附馬牛第13地

割字久手14番地

先 

（県市道交差

点） 

遠野市附馬牛町

上附馬牛第15地

割字荒川75番地

３地先 

（市道終点） 

両側500ｍ

以内の地

域 

 

       市道荒川

高原線 

遠野市附馬牛町

上附馬牛第15地

割字荒川75番地

３地先 

（市道起点） 

遠野市千刈畑国

有林74林班３小

班 

（市道終点） 

〃 

 

       林道荒川

駒木線 

遠野市松崎町駒

木第４地割字妻

の神120番地31

地先 

（県林道交差

点） 

遠野市附馬牛町

上附馬牛第14地

割字大畑沢65番

地４地先 

（市林道交差

点） 

〃 

 

       林道西内

海上線 

遠野市松崎町駒

木第14地割字上

野52番地先 

（林林道交差

点） 

遠野市土淵町栃

内第２地割字上

西内92番地１地

先 

（国林道交差

点） 

〃 

 

       市道衣川

橋六道線

奥州市衣川区池

田西37番地先

（市市道交差

点） 

奥州市衣川区向

館24番地先 

（市市道交差

点） 

両側100ｍ

以内の地

域 

 

(３) 県内の東北新幹線鉄道の敷地及びその両側500メート

ル以内の地域（ただし、商業地域及び当該敷地から展望で

(３) 県内の東北新幹線鉄道の敷地及びその両側500メート

ル以内の地域（ただし、盛岡市の区域にある敷地並びに都



きない地域を除く。）並びに県内の東日本旅客鉄道株式会

社、三陸鉄道株式会社及びアイジーアールいわて銀河鉄道

株式会社の線路の敷地（次の(４)に該当するものを除く。）

並びにその両側100メートル以内の地域(ただし、商業地域、

当該敷地から展望できない地域及び人家連担区域を除く。)

市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規

定する商業地域（以下「商業地域」という。）、県内の東

北新幹線鉄道の敷地から展望できない地域及び盛岡市の区

域を除く。）並びに県内の東日本旅客鉄道株式会社、三陸

鉄道株式会社及びアイジーアールいわて銀河鉄道株式会社

の線路の敷地（(４)に該当するものを除く。）並びにその

両側100メートル以内の地域（ただし、盛岡市の区域にある

敷地並びに商業地域、県内の東日本旅客鉄道株式会社、三

陸鉄道株式会社及びアイジーアールいわて銀河鉄道株式会

社の線路の敷地から展望できない地域、人家連担区域及び

盛岡市の区域を除く。） 

(４) 次の表の左欄に掲げる東日本旅客鉄道株式会社の線路

のうち中欄に掲げる区間の線路の敷地及び当該敷地に接続

する地域で、右欄に掲げるもの（ただし、当該敷地から展

望できない地域を除く。） 

(４) 次の表の左欄に掲げる東日本旅客鉄道株式会社及びア

イジーアールいわて銀河鉄道株式会社の線路のうち中欄に

掲げる区間の線路の敷地及び当該敷地に接続する地域で、

右欄に掲げるもの（ただし、盛岡市の区域にある敷地並び

に同表の左欄に掲げる東日本旅客鉄道株式会社及びアイジ

ーアールいわて銀河鉄道株式会社の線路のうち中欄に掲げ

る区間の線路の敷地から展望できない地域及び盛岡市の区

域を除く。） 

 区 間  区 間 

 
路線名 

起 点 終 点 

接続する

地域ああ  
路線名

起 点 終 点 

接続する

地域ああ

 東北本線  ［略］    東北本線  ［略］    

  煙山架道橋 行政境 両側500ｍ

以内の地域

  煙山架道橋 矢巾町盛岡市境  

  茨島跨道橋 南岩崎踏切 両側500ｍ

以内の地域

     

  鳥越跨線橋 上里道踏切 両側500ｍ

以内の地域

    

〃 

 

  ［略］      ［略］     

 田沢湖線 篠木踏切  ［略］   田沢湖線 篠木跨線橋  ［略］   

 山田線 第１飛鳥トンネ

ル 

 ［略］ 起点から終

点に向かっ

て右側500

ｍ以内の地

域 

 盛岡市川井村境  ［略］ 

〃 

 

   ［略］     ［略］    

  第２釜石街道架

橋 

第２松倉架橋 起点から終

点に向かっ

て左側500

ｍ以内の地

 

山田線 

第２釜石街道架

橋 

松倉架橋北詰  

 

〃 

 



    域       

 花輪線 第２鹿角踏切  ［略］ 起点から終

点に向かっ

て左側500

ｍ以内の地

 花輪線 第２鹿角踏切  ［略］  

 

〃 

 

    域       

   ［略］      ［略］    

      盛岡市滝沢村境 滝沢村盛岡市境 両側500ｍ

以内の地域

      盛岡市岩手町境 南岩崎踏切 〃 

      

アイジー

アールい

わて銀河

鉄道線 鳥越跨線橋 諏訪前跨線橋 〃 

３ 条例第４条第１項第10号の規定により指定する地域 ３ 条例第４条第１項第10号の規定により指定する地域 

(１) 次に掲げる文化財から100メートル以内の地域 次に掲げる文化財から100メートル以内の地域 

ア ［略］ (１) ［略］ 

イ 中尊寺本坊表門（西磐井郡平泉町字衣関所在） (２) 中尊寺本坊表門（西磐井郡平泉町平泉字衣関所在） 

ウ ［略］ (３) ［略］ 

エ ［略］ (４) ［略］ 

オ ［略］ (５) ［略］ 

カ ［略］ (６) ［略］ 

キ ［略］ (７) ［略］ 

ク ［略］ (８) ［略］ 

ケ 白山神社能舞台（西磐井郡平泉町字衣関所在）  

コ 法泉院小前沢坊庫裡（西磐井郡平泉町字衣関所在） (９) 法泉院小前沢坊庫裡（西磐井郡平泉町平泉字衣関所在）

サ ［略］ (10) ［略］ 

シ ［略］ (11) ［略］ 

ス ［略］ (12) ［略］ 

セ 木津屋池野藤兵衛家住宅付土蔵（盛岡市南大通二丁目

所在） 

 

ソ ［略］ (13) ［略］ 

タ ［略］ (14) ［略］ 

チ ［略］ (15) ［略］ 

ツ ［略］ (16) ［略］ 

テ ［略］ (17) ［略］ 

ト ［略］ (18) ［略］ 

ナ ［略］ (19) ［略］ 

ニ ［略］ (20) ［略］ 

ヌ ［略］ (21) ［略］ 

ネ ［略］ (22) ［略］ 

ノ ［略］ (23) ［略］ 

ハ ［略］ (24) ［略］ 

ヒ ［略］ (25) ［略］ 



フ ［略］ (26) ［略］ 

ヘ ［略］ (27) ［略］ 

ホ ［略］ (28) ［略］ 

マ ［略］ (29) ［略］ 

ミ ［略］ (30) ［略］ 

ム ［略］ (31) ［略］ 

 (32) 吉田家住宅（陸前高田市気仙町字町裏所在） 

(２) 次に掲げる文化財として指定された区域  

ア 野田竪穴住居跡群（九戸郡野田村大字野田所在）  

イ 泥田廃寺跡（一関市山目字泥田山下所在）  

ウ 関谷洞窟住居跡（大船渡市日頃市町字関谷所在）  

エ 舟久保洞窟（紫波郡紫波町大字舟久保所在）  

オ 仙波堤竪穴住居跡（岩手郡岩手町大字久保所在）  

カ 今松竪穴住居跡（岩手郡岩手町大字一方井所在）  

キ えぞ森古墳（紫波郡矢巾町大字藤沢所在）  

ク 長者原廃寺跡（奥州市衣川区田中西所在）  

ケ 浮島古墳群（岩手郡岩手町土川所在）  

コ 新平遺跡（北上市所在）  

サ 明後沢古瓦出土地（奥州市前沢区古城字明後沢所在）  

シ 二子・成田一里塚（北上市二子町及び飯豊町所在）  

ス 丹内山神社経塚（花巻市東和町谷内所在）  

セ 貝鳥貝塚（一関市花泉町油島字貝鳥所在）  

ソ 下門岡ひじり塚（北上市稲瀬町字水越所在）  

タ 国見山廃寺跡（北上市稲瀬町所在）  

チ 雫石街道の一里塚（岩手郡雫石町及び滝沢村所在）  

ツ 江曽一里塚（花巻市石鳥谷町江曽所在）  

テ 一石一字経塚永和二年在銘碑（宮古市大字山口第１地

割字和見所在） 

 

ト 末崎川一里塚（盛岡市玉山区藪川字末崎川所在）  

ナ 毘沙門道平一里塚（盛岡市玉山区藪川字逆川所在）  

ニ 塚の沢一里塚（盛岡市玉山区藪川字外山所在）  

ヌ 大橋一里塚（盛岡市玉山区藪川字亀橋所在）  

ネ 小野松一里塚（盛岡市上田字小鳥沢及び字松屋敷所在） 

ノ 新塚一里塚（盛岡市玉山区芋田字芋田所在）  

ハ 大竹廃寺跡（北上市更木町字更木所在）  

ヒ 高畑一里塚（盛岡市川目所在）  

フ 浪打峠一里塚（二戸郡一戸町一戸所在）  

ヘ 御堂・馬羽松一里塚（岩手郡岩手町大字御堂及び二戸

郡一戸町中山所在） 

 

ホ 栗林銭座跡（釜石市栗林町所在）  

マ 浄土ケ浜（宮古市鍬ケ崎所在）  



ミ 船越海岸（下閉伊郡山田町所在）  

ム 青松島（陸前高田市広田町字集所在）  

メ 川原毛瓦窯跡（紫波郡紫波町二日町字川原毛所在）  

モ 旧中山・小繋・川底一里塚（二戸郡一戸町中山字稲荷

林、小繋字小繋及び小鳥谷字高屋敷所在） 

 

ヤ 上田一里塚（盛岡市緑が丘四丁目所在）  

ユ 好地旧一里塚（花巻市石鳥谷町好地所在）  

ヨ 玉川鉄山跡（九戸郡軽米町大字小軽米所在）  

ラ 大城跡（上閉伊郡大町所在）  

リ 館石野Ⅰ遺跡（下閉伊郡田野畑村島越所在）  

ル 栗木鉄山跡（気仙郡住田町世田米所在）  

レ 大館町遺跡（盛岡市大新町、天昌寺町及び大館町所在） 

４ 条例第４条第１項第11号の規定により指定する地域 ４ 条例第４条第１項第11号の規定により指定する地域 

(１) 都市計画法第５条第１項の規定により指定された都市

計画区域内の１級河川及び２級河川の河川区域 

(１) 都市計画法第５条第１項の規定により指定された都市

計画区域内の１級河川及び２級河川の河川区域（ただし、

盛岡市の区域を除く。） 

(２) 次に掲げるダムによって貯留される流水の最高の水位

における水面が土地に接する線から500メートル以内の地

域 

(２) 次に掲げるダムによって貯留される流水の最高の水位

における水面が土地に接する線から500メートル以内の地

域（ただし、盛岡市の区域を除く。） 

ア～カ ［略］ ア～カ ［略］ 

キ 岩洞ダム（盛岡市玉山区藪川所在）  

ク ［略］ キ ［略］ 

ケ 来内ダム（遠野市所在） ク 遠野ダム（遠野市所在） 

コ ［略］ ケ ［略］ 

サ ［略］ コ ［略］ 

シ ［略］ サ ［略］ 

ス ［略］ シ ［略］ 

セ ［略］ ス ［略］ 

ソ ［略］ セ ［略］ 

タ ［略］ ソ ［略］ 

チ ［略］ タ ［略］ 

ツ 外山ダム（盛岡市玉山区藪川所在）  

テ ［略］ チ ［略］ 

ト 綱取ダム（盛岡市浅岸字二ツ森所在）  

ナ ［略］ ツ ［略］ 

ニ ［略］ テ ［略］ 

ヌ ［略］ ト ［略］ 

ネ ［略］ ナ ［略］ 

ノ ［略］ ニ ［略］ 

ハ ［略］ ヌ ［略］ 

ヒ ［略］ ネ ［略］ 



フ ［略］ ノ ［略］ 

へ ［略］ ハ ［略］ 

 ヒ 石羽根ダム（北上市和賀町横川目所在） 

 フ 一方井ダム（岩手郡岩手町大字黒内所在） 

 ヘ 荒沢２号ダム（八幡平市細野所在） 

 ホ 根石ダム（八幡平市根石所在） 

 マ 葛丸ダム（花巻市石鳥谷町大瀬川所在） 

 ミ 千貫石ダム（胆沢郡金ケ崎町西根所在） 

 ム 金越沢ダム（東磐井郡藤沢町保呂羽所在） 

 メ 千松ダム（東磐井郡藤沢町大籠所在） 

 モ 普代ダム（下閉伊郡普代村第６地割所在） 

 ヤ 大野ダム（九戸郡洋野町水沢所在） 

 ユ 大志田ダム（二戸郡一戸町宇別所在） 

 ヨ 田沢溜池（花巻市横志田所在） 

 ラ 橇引沢溜池（胆沢郡金ケ崎町西根橇引沢所在） 

 リ 岩崎農場溜池（北上市和賀町煤孫所在） 

 ル 入畑ダム（北上市和賀町岩崎新田所在） 

 レ 湯田貯砂ダム（和賀郡西和賀町川尻所在） 

 ロ 日向ダム（釜石市甲子町所在） 

 ワ 鷹生ダム（大船渡市日頃市町所在） 

(３) ［略］ (３) ［略］ 

５ 条例第４条第１項第14号の規定により指定する場所 ５ 条例第４条第１項第14号の規定により指定する場所 

(１) 国家機関又は地方公共団体の建造物の存在する敷地 (１) 国家機関又は地方公共団体の建造物の存在する敷地

（ただし、盛岡市の区域にあるものを除く。） 

(２) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する

学校の敷地 

(２) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する

学校の敷地（ただし、盛岡市の区域にあるものを除く。）

(３) 図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第２項に規定

する公立図書館の敷地 

(３) 図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第２項に規定

する公立図書館の敷地（ただし、盛岡市の区域にあるもの

を除く。） 

(４) 社会教育法（昭和24年法律第207号）第21条の規定によ

り設置された公民館の敷地 

(４) 社会教育法（昭和24年法律第207号）第21条の規定によ

り設置された公民館の敷地（ただし、盛岡市の区域にある

ものを除く。） 

(５) 博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定

する博物館又は美術館の敷地 

(５) 博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定

する博物館又は美術館の敷地（ただし、盛岡市の区域にあ

るものを除く。） 

(６) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条第１項に該

当する体育館又は公会堂の敷地 

(６) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条第１項に該

当する体育館又は公会堂の敷地（ただし、盛岡市の区域に

あるものを除く。） 

(７) 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規

定する病院のうち、公立のものの敷地 

(７) 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規

定する病院のうち、公立のものの敷地（ただし、盛岡市の

区域にあるものを除く。） 



(８) 都市計画法第５条第１項の規定により指定された都市

計画区域内にある公衆便所、発電所又は変電所の敷地 

(８) 都市計画法第５条第１項の規定により指定された都市

計画区域内にある公衆便所、発電所又は変電所の敷地（た

だし、盛岡市の区域にあるものを除く。） 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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